
 

福岡市玄洋公民館  ２０２4年 3月１日  No.404 

〒819-016６ 福岡市西区横浜１－２－１ 

TEL（０９２）８０６－９８１１  ＦＡＸ（０９２）８０６－９８１３ 

E-mail：genyou31@jcom.home.ne.jp 

http://gakushu.city.fukuoka.lg.jp/ 

 

玄洋公民館だより 
 

 

「様々な味わいの日本酒」「季節の日本酒」 

地域の人と関わりを深めながらお好みの 

日本酒を、公民館で見つけてみませんか？ 

（簡単なおつまみをご用意します。） 
 

【日 時】   3 月 23 日（土）18:00～20:00 

【場 所】  玄洋公民館 講堂 

【講 師】柴田酒店   柴田真人さん 

     日本名門酒会 山村寛恒さん 

【参加費】  1500 円 

【定 員】  ２０人 

申し込みは公民館まで☎092-806-9811 

※当日は車・自転車での参加は出来ません 

 

～プロから学ぶお菓子作り初級編～ 

お菓子作りに興味のある学生の皆さん、 

ぜひ参加してみてください。 

（小学校低学年の方は保護者同伴でお申込みください） 

【日 時】  3月26日（火）10:00～12:00 

【場 所】  玄洋公民館 講堂 

【講 師】  ケーキ工房 hamiaka  

       代表 岩崎 浩子さん 

【内 容】  アメリカンクッキー 

【参加費】  700 円 

【定 員】  8 名（性別・世代は問いませんが、

子どもを優先とさせていただきます） 
 

申し込みは公民館まで☎092-806-9811 

 

 

【日  時】  3 月 25 日（月） 

【受付時間】  13:00～14:00 

    （密を避けるため入場制限をする場合もあります） 

【場  所】  玄洋公民館 講堂 

【内  容】  身体測定、育児相談 

 妊産婦の健康相談 

【持ってくるもの】  母子手帳 

天候や感染症の影響により中止する場合もあります。 

お問い合わせは西区保健センター地域保健福祉係 

☎092-895-7080 

 

3 月の行事 
毎週水曜日 9：30～9：45 は「よかトレ体操」 

3/2 土 健康ウオーキング大会 

共催 校区保健福祉部 

3/4 月 きらきらサロン 

運営懇話会 

3/11 月 きらきらサロン（ミニお楽しみ会） 

3/14 木 のびっこ広場 

3/23 土 きき酒会 

3/25 月 すこやか号 母子巡回健康相談 

3/26 火 お菓子作り 

3/28 木 のびっこ広場（お楽しみ会） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時休館のお知らせ 

3 月 10 日（日）は臨時休館とさせていただきます。 

 

 

第３回運営懇話会 

【日時】３月４日（月）19：００～ 

【場所】玄洋公民館 いこいの家 

 

傍聴を希望される方は、会議開始時間の 15 分前

までに職員に傍聴の申し込みをしてください。 

それ以降は、申し込み出来ません。 

公民館で印刷を希望される団体の方は３月・４月は印刷

が混雑するので、事前に予約をおねがいします。 

印刷機使用可能時間 平日の 9：30～16：00 迄です。 

ご注意ください 

★きらきらサロン★ 

1.【日 時】  3 月 4 日（月）10:00～12:00 
【場 所】  玄洋公民館  
【内 容】  親子遊び（予約不要） 

 
2.【日 時】  3 月 11 日（月）10:00～12:00 

【場 所】  玄洋公民館  
【定 員】  20 組（予約要） 
【内 容】  ミニお楽しみ会 
       読み聞かせ・他 

 

♥のびっこ広場♥ 
1.【日 時】  3 月 14 日（木）10:00～12:00 
【場 所】  横浜西集会所 
【内 容】  親子で遊ぼう（要約不要） 

 
2.【日 時】   3 月 28 日（木）10:00～12:00 
【場 所】  横浜西集会所 

【内 容】  お楽しみ会（予約要） 
 

申し込みは公民館まで☎092-806-9811 

 

乳幼児ふれあい学級 

春休み お菓子作り教室 

きき酒会 IN玄洋公民館 

母子巡回健康相談 



震災に便乗した悪質商法に注意 

●地震等の災害が起こると、その際の混乱や被災者を支援したい 

という気持ちにつけ込んだ便乗商法と疑われる相談が寄せられます。 

今後、トラブルが広がる可能性がありますので、注意が必要です。 

●住宅修理等の勧誘をされてもその場ですぐに契約せず、複数の 

事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に 

契約しましょう。頼んでもいないのに押しかけてきて、しつこく 

勧誘する事業者には特に注意してください。 

●「保険金が使える」と言われてもその場ですぐに契約せず、 

加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。 

●公的機関が、電話や訪問等で義援金を求めることはありません。募っている 

団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。 

●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お久しぶり( ´∀｀ )公民館クイズです。 

1.おとずれると運動することになる国ってどこだ？ 

2.□の中に同じ文字ががはいるよ、なにかな？ 

   ①□かい□ゃ 

   ②□―ス□  ③□うふ□ 

3.パンはパンでも食べられないパンはなに？ 
クイズの答え１．タイ（タイに行く→たいいく）2.①し．②ト．③く 3．フライパン 


